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美作市情報公開条例第１２条第１項に基づく諮問について(答申)

平成２４年１１月２８日 

美作市長 安 東 美 孝 様 

美作市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 判 野 裕 作 

平成２４年９月１３日付美作ク建第６７号に係る下記の諮問について，別紙のと

おり答申いたします。 

記

諮問第２号

「森林開発に対する地元関係者の意見」(対象となった公文書は１０通存するが，以

下１０通併せて「本件公文書」という。)の公開請求に対し，部分公開とした決定(美

作ク建第６５号)に対する，個人 A＜原文実名＞(以下「異議申立人」という。)がし

た異議申立てについての諮問
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(別紙)

第１ 当審査会の結論

１ 美作ク建第６５号に係る部分公開決定のうち，本件公文書中の地区の名称及

び区長の氏名を公開しないとした部分は，いずれも不当である。 

２ 美作ク建第６５号に係る部分公開決定のうち，第１項に係る部分以外の部分

は，妥当である。 

第２ 異議申立て及び審査の経緯

１ 異議申立人からの公文書公開請求

異議申立人は，平成２４年８月９日，美作市長に対し，美作市情報公開条例

(平成１７年美作市条例第１０号，以下，単に「条例」という。)第６条第１項

に基づき，「美作市河内地籍等で計画された林地開発について，地元区長等か

ら徴された意見書」について，公文書公開請求をした。 

２ 部分公開決定

上記１の公開請求に対し，美作市長は，請求のあった公文書を，本件公文書

と特定した。 

そして，美作市長は，平成２４年８月２１日，本件公文書の一部について，

条例第９条第２号に該当するとして非公開とし，その余の部分を公開するとの

部分公開決定(美作ク建第６５号)を行った。 

また，美作市長は，異議申立人に対し，当該部分公開決定を通知した。 

３ 異議申立て

上記２の部分公開決定に関し，異議申立人は，美作市長に対し，平成２４年

９月３日，部分公開決定によって非開示とされた部分の全部について，公開す

ることを求める異議申立てを行った。 

これを受け，美作市長は，平成２４年９月１３日，条例第１２条第１項に基

づき，当審査会に対し，諮問第２号に係る諮問を行った(美作ク建第６７号)。 
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４ 理由説明書の提出

美作市長は，当審査会に対し，平成２４年１０月２日，美作市情報公開・個

人情報保護審査会運営要領(以下「運営要領」という。)第３条第１項に基づき，

部分公開決定についての理由説明書を提出した(美作ク建第７９号)。また，当

審査会は，異議申立人に対し，運営要領第３条第２項に基づき，理由説明書の

写しを送付した。 

５ 意見書の提出

異議申立人は，当審査会に対し，平成２４年１０月２３日，運営要領第４条

第１項に基づき，「理由説明書に対する意見について」という表題の下，上記

４の理由説明書に対する意見書を提出した。また，当審査会は，美作市長に対

し，運営要領第４条第２項に基づき，意見書の写しを送付した。 

６ 審査会の開催

当審査会は，平成２４年１１月６日，平成２４年度第２回美作市情報公開・

個人情報保護審査会を開催し，諮問第２号について協議を行った。 

第３ 申立人の主張の概要

美作市長は，本件公文書のうち非公開とした部分について，条例第９条第２号

所定の個人情報に該当するとの理由で非公開としている。 

しかし，区長の氏名や団体の代表者名は個人情報に該当するかもしれないが，

意見を提出している地区や公の団体の名称は，個人情報には該当しない。 

第４ 美作市長の主張の概要

区長及び団体代表者の氏名は，条例第９条第２号所定の個人情報に該当する。 

また，行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第１号かっこ書で「他

の情報と照合することにより，特定の個人を識別することができることとなるも

のを含む。」と定められていること，及び，個人識別性の判断に際して対象とな
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る集団の規模が重要な考慮要素となり，集団の構成員がごく少数の場合には他の

情報と照合することにより個人が識別される可能性が高くなることを踏まえる

と，地区名を美作市民が有する「○○地区の区長は△△氏である。」という情報

と照合することにより，その地区の区長個人を容易に識別することができる。 

よって，地区及び団体の名称も，条例第９条第２号所定の個人情報に該当する。 

第５ 当審査会の判断

１ 地区の名称及び区長の氏名の条例第９条該当性

 判断基準

本件で，区長の氏名それ自体のみに着目した場合，区長の氏名は常に個人

情報に該当するようにも思われる。 

しかし，最判平成１５年１１月１１日は， 

「法人その他の団体の従業員が職務として行った行為に関する情報は，…原

則として同号にいう『個人に関する情報』に含まれるというべきである。」 

としつつも， 

「本件条例においては，法人等を代表する者が職務として行う行為等当該法

人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については，専ら法人等

に関する情報としての非公開事由が規定されているものと解するのが相当

である。」「そして，このような情報には，法人等の代表者又はこれに準ず

る地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報のほか，そ

の他の者の行為に関する情報であっても，権限に基づいて当該法人等のため

に行う契約の締結等に関する情報が含まれると解するのが相当である。」 

として，法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は，個人情報

ではなく法人等情報該当性の問題として，非公開情報か否かを判断すべきと

した。 

また，同判例が出された直後に出された，最判平成１５年１１月２１日，
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及び最判平成１５年１２月１８日も，同旨の判断を行った。 

これらの判例に照らせば，地区の名称及び区長の氏名の条例第９条該当性

判断に当たっては，専ら条例第９条第２号(個人情報)に該当するか否かを検

討することは相当ではなく，本件公文書に記載されている情報が法人等の行

為そのものと評価されるか否かを検討し，法人等の行為そのものと評価され

る場合には条例第９条第３号(法人等情報)に該当するか否かを検討するの

が相当である。 

以下，本件公文書に記載されている情報が法人等の行為そのものと評価さ

れる行為に関する情報か否かを検討した上で，条例第９条第２号または第３

号に該当するか否かを検討する。 

 本件公文書に記載されている情報が法人等の行為そのものと評価される

行為に関する情報か否か

ア 本件の地区が「法人等」に該当するか

条例第９条第３号は，「法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除

く。)その他の団体」を「法人等」と定義している。「その他の団体」には、

いわゆる「権利能力なき社団」も含まれていると解される。その例示とし

ては，自治会，商店会，消費者団体，ＰＴＡ，青年団，婦人会等が考えら

れる。

本件で問題とされている地区は，いずれも自治会であり，条例第９条第

３号の「法人等」に該当する。 

イ 「森林開発に対する意見」について

○ア 「森林開発に対する意見」が徴された経緯

当審査会に急きょ出席させた美作クリーンセンター建設室長の説明

によると，次の事実が認められる。 

① 同人が林地開発に係る協議のために岡山県美作県民局を訪ねた際，概

要説明書別記様式２号では「森林開発に対する地元関係者の意見」と
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なっており意見書までの徴収義務は無いように思われるが徴収すべ

きかどうか岡山県の担当者に確認したところ出来れば徴収しておい

た方が良いとの助言を受けたため，美作市長が「森林開発に対する地

元関係者の意見」を記載した文書を徴することとなったこと。 

② 美作市クリーンセンター建設室は，各地区での意見徴収のために各地

区の住民に集まってもらうようなことはしていないが，建設事業の実

施に伴い森林開発が行われることは，クリーンセンター建設工事に関

する説明会やクリーンセンター便り等でも説明し，周知を図っていた

こと。 

③ クリーンセンター建設工事に関して，いままでに各地区で役員会や住

民会が開かれ，意見交換や検討会が行われたと聞いているが，「森林

開発に対する意見」がそれらの集会における住民等の意見を集約した

ものであるか，それとも区長個人としての意見であるかどうかは定か

ではないこと。 

上記①ないし③の事実を総合することや，「森林開発に対する地元関

係者の意見」の内容を見れば地区全体の意を汲み取ったものと推察さ

れ，区長個人としての意見であると断じることには，無理があると言わ

ざるを得ない。 

○イ 「森林開発に対する意見」の記載内容

本件公文書のうち，「森林開発に対する意見」について，当審査会で

原本を確認した。 

その結果，本件公文書のうち，「森林開発に対する意見」の名義人は，

いずれも「○○区長△△」，「○○区長・利害関係者の会会長△△」の

ように，区長の氏名の前に区長である旨の肩書が付されたものであるこ

と，及び，地区名は印刷されたものではなく，手書きで書き加えられた

ものであることが認められる。 
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○ウ 小括

これらのことから，「森林開発に対する意見」はいずれも，区長個人

としての意見として捉えるのではなく，地区等の代表者としての意見で

あると捉える方が自然である。 

したがって，「森林開発に対する意見」はいずれも，法人等の行為そ

のものと評価される行為に関する情報が記載されているということが

できる。 

ウ 資料１について

本件公文書のうち，資料１の美作ク建第９６号文書について，当審査会

で原本を確認した。 

その結果，同文書は「○○地区要望について」という表題が付されてお

り，名宛人が「○○区長 △△殿」とされ，専らある特定の地区に対する

美作市長の要望が記載されていることが認められる。 

これらのことから，資料１の文書は，美作市長が法人等である特定の地

区に宛てた文書であり，法人等の行為そのものと評価される行為に関する

情報が記載されているということができる。 

エ 資料２について

本件公文書のうち，資料２の「造成工事等の工事説明会について」とい

う表題の文書について，当審査会で原本を確認した。 

その結果，同文書の名義人は「○○区長・利害関係者の会会長△△」の

ように，区長の氏名の前に区長である旨の肩書が付されたものであるこ

と，及び，同文書で当該区長が美作市長に対し，当該地区の住民全戸に説

明資料を配布するよう求めたことが認められる。 

これらのことから，資料２の文書は，ある地区の区長が，区長個人とし

ての意見ではなく当該地区の代表者として意見を述べたものであると評

価することができる。 
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したがって，資料２の文書は，法人等の行為そのものと評価される行為

に関する情報が記載されているということができる。 

オ 資料３について

本件公文書のうち，資料３の「造成工事等の工事説明会について(回答)」

という表題の文書について，当審査会で原本を確認した。 

その結果，資料３は，名宛人が「○○区長・利害関係者の会会長△△殿」

とされ，その記載内容は専ら，上記のとおり法人等の行為そのものと評価

される行為に関する情報が記載されている資料２の質問事項に対する美

作市長の回答が記載されていることが認められる。 

これらのことから，資料３の文書は，資料２の文書と同様に，法人等の

行為そのものと評価される行為に関する情報が記載されているというこ

とができる。 

カ 資料４について

本件公文書のうち，資料４の「造成工事等の工事説明会について(追加

回答)」という表題の文書について，当審査会で原本を確認した。 

その結果，資料４は，名宛人が「○○区長・利害関係者の会会長△△殿」

とされ，その記載内容は専ら，資料３と同様，法人等の行為そのものと評

価される行為に関する情報が記載されている資料２の質問事項に対する

美作市長の回答が記載されていることが認められる。 

これらのことから，資料４の文書は，資料２及び３の文書と同様に，法

人等の行為そのものと評価される行為に関する情報が記載されていると

いうことができる。 

キ 資料５について

本件公文書のうち，資料５の「美作クリーンセンター造成等工事工事説

明会の開催について」という表題の文書について，当審査会で原本を確認

した。 
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その結果，資料５は，名宛人が「○○区長 △△殿」とされ，その記載

内容は，法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報が記載され

ている資料２に対応して，開催される工事説明会の日時及び場所を通知す

るものであることが認められる。 

これらのことから，資料５の文書は，資料２の文書と同様に，法人等の

行為そのものと評価される行為に関する情報が記載されているというこ

とができる。 

ク 小括

以上から，後述する個人の印章による印影を除き，本件公文書１０通に

記載されている情報はいずれも，法人等の行為そのものと評価される行為

に関する情報である。 

よって，本件公文書については，後述する個人の印章による印影を除き，

いずれも条例第９条第２号(個人情報)該当性は問題とならず，条例第９条

第３号(法人等情報)を検討すべきである。 

 条例第９条第３号(法人等情報)該当性

条例第９条第３号によれば，法人等情報であって「公開することにより，

当該法人等…の競争上の地位その他正当な利害を害すると認められるもの」

は非公開とすることができるところ，「競争上の地位その他正当な利害を害

すると認められるもの」とは， 

 生産技術，販売，営業等に関する情報で，公開することにより，法人等

又は事業を営む個人の事業活動に対し，競争上不利益を与えると認められ

るもの 

 経営方針，経理，人事，労務管理等事業活動を行う上での内部管理に関

する情報で，公開することにより，法人等又は事業を営む個人の事業運営

に不利益を与えると認められるもの 

 その他公開することにより，法人等又は事業を営む個人の名誉，社会的
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信用，社会的評価，社会的活動の自由等に支障があると認められるもの 

を指すと解される。 

しかし，本件公文書を公開することにより，ある地区が森林開発に対して

賛成しているか反対しているかといった情報が公になったとしても，当該地

区に競争上不利益を与えることにはならない。また，当該情報は当該地区の

内部管理に関する情報ではなく，当該情報を公開したとしても当該地区の名

誉，社会的信用，社会的評価，社会的活動の自由等に支障があるとは認めら

れない。 

よって，後述する個人の印章による印影を除き，本件公文書はいずれも条

例第９条第３号(法人等情報)に該当しないから，公開しないとした美作市長

の決定は，いずれも不当である。 

２ 区長個人の印影の個人情報該当性

当審査会で原本を確認したところ，本件公文書のうち，「森林開発に対する

意見」については，区長の氏名が記載されている右横部に，区長個人の印章に

よる印影が存在していた。 

こうした個人の印章による印影は，条例第９条第２号本文の「個人に関する

情報…であって，特定の個人を識別することができると認められるもの」に該

当する。 

また，個人の印章による印影について，条例第９条第２号ただし書ア，イ，

及びエのいずれにも該当しないことは明らかである。そして，本件公文書はい

ずれも，法令により作成が義務付けられているものではないから，条例第９条

第２号ただし書ウの「法令等の規定による許可，免許，届出等の際に実施機関

が作成し，又は取得した情報」にも該当しない。 

よって，本件公文書のうち，「森林開発に対する意見」中に存する，区長個

人の印章による印影は，条例第９条第２号本文に該当し，同条号ただし書のい
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ずれにも該当しないから，公開しないとした美作市長の決定は，妥当である。 

３ まとめ

以上から，当審査会は， 

① 部分公開決定のうち，本件公文書中の地区の名称及び区長の氏名を公開し

ないとした部分は，いずれも不当である。 

② 部分公開決定のうち，区長個人の印章による印影を公開しないとした部分

は，妥当である。 

と判断し，第１記載のとおりの結論に至った。 

以 上 








































